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金融機関名 商　品　名

クイック保証制度

ハイパービシネスローン

ビジネス活力ローン

会員向け融資

ご利用できる方 使途・融資限度額 融 資 利 率 融資期間・返済方法 担保・保証人 必 要 書 類

（平成26年４月１日現在）●下松商工会議所会員向け特別融資制度

山 口 銀 行

西 京 銀 行

東山口信用金庫

商工組合中央
　金庫徳山支店

①商工会議所会員歴が２年以上である
こと

②商工会議所の直近２年分の会費をそ
れぞれ当該年度に完納していること

③山口県内に住所または本店を有し、
業歴２年以上の中小事業者

④山口信用保証協会の保証が受けられ
る方

⑤銀行所定の審査基準を満たす方

・資金使途
　事業資金（運転資金）

・融資限度額
　法人…100万円以上
　　　　1,000万円以内
　　　　　（10万円単位）
　個人事業主…50万円以上
　　　　　　　1,000万円以内
　　　　　　　　（10万円単位）
※法人・個人事業主とも月商の２ヵ月分
の範囲内　　　　

審査結果に応じた銀行所定の商工会
議所会員様向け固定金利

年3.185％～年7.3％
（変動金利）

※融資期間及び財務内容等審査の後、
個別に決定させていただきます。

・融資期間
　６ヵ月以上５年以内

・返済方法
　１ヵ月毎元金均等分割返済

・担　保…不要
（山口県信用保証協会保証付）

・保証人
法人…代表者
個人事業主…原則不要

①商工会議所会員向け提携融資に係わる
推薦書

②借入申込書
③保証委託申込書
④個人情報同意書（銀行用、協会用）
⑤決算書類（直近２期分）
⑥本人確認資料
⑦印鑑証明書（ご契約時）
⑧許認可証の写し
⑨住民票（個人）
⑩商業登記簿謄本
⑪定款
　　※⑧～⑪は必要に応じて徴求

①商工会議所会員向け提携融資に係わる
推薦書

②借入申込書
③保証委託申込書
④許認可証の写し
⑤個人情報同意書（銀行用、協会用）
⑥住民票（法人の場合、新規先）
⑦商業登記簿謄本（法人の場合、新規先）
⑧定款（法人の場合、新規先）
⑨決算書（納税申告書含む、新規先）

①商工会議所会員向け提携融資に係わる
推薦書

②借入申込書
③保証委託申込書
④許認可証の写し
⑤個人情報同意書（信用金庫用、協会用）
⑥住民票（個人）
⑦商業登記簿謄本（法人）
⑧決算書（確定申告書等）２期分
⑨その他金庫が必要とする書類

①商工会議所会員証明書
②借入申込書
③企業概要説明書
④決算書３期分
（最新期分は納税申告書別表と勘定科目
明細を添付）

⑤直近３ヵ月以内の試算表
⑥日本税理士会連合会所定のチェックリ
スト（ある方のみで結構です）

⑦その他審査に必要な書類

※別途、商工中金に出資して頂いている
中小企業団体（事業組合等）に加入さ

・担　保…不要
（山口県信用保証協会保証付）

・保証人
法人…代表者
個人事業主…原則不要

・融資期間
　６ヵ月以上５年以内

・返済方法
　１ヵ月毎元金均等分割返済

金庫所定の利率
（変動金利）

・担　保…不要
（山口県信用保証協会保証付）

・保証人
　法人…代表者
　個人事業主…原則不要

・融資期間
　５年以内

・返済方法
　毎月元金均等分割返済

当金庫所定の利率（商工中金所定の
審査により決定されます）
（固定金利又は変動金利）
※融資受付時の金利は、金融情勢に
より変わります。

・商工会議所会員は同種商品利率か
ら0.1％優遇されています。

・さらに日本税理士会連合会所定の
中小会社会計基準チェックリスト
の添付があれば0.3％を優遇します。
（但し、最低利率を下限とします。）

・担　保…無担保

・保証人
　原則として法人の代表者１名

・融資期間
３年以内据置期間なし、但
し特に必要な場合６ヵ月

・返済方法
　元金均等分割償還
　（月賦方式、利息前払い）

・形態
１年以内…手形貸付方式
１年以上…証書貸付方式

①商工会議所会員歴が２年以上である
こと

②商工会議所の直近２年分の会費をそ
れぞれ当該年度に完納していること

③山口県内に住所または本店を有し、
業歴２年以上の中小事業者

④当行の所定の審査基準を満たす先

・資金使途
　事業資金（運転資金）

・融資限度額
　１先1,000万円以内（１万円単位）
※他行で同枠の利用がある場合は合計で
1,000万円以内

※法人・個人事業主とも月商の２ヵ月分
の範囲内

①商工会議所会員歴が２年以上である
こと

②商工会議所の直近２年分の会費をそ
れぞれ当該年度に完納していること

③事業所または住所が当金庫の営業区
域内の法人または個人事業主

④事業歴が６ヵ月以上の方
⑤当庫の所定の審査基準を満たす先

・資金使途
　事業資金（運転資金）

・融資限度額
　50万円以上1,000万円以内で月商
　（直近決算書）の２ヵ月分の範囲内
　　　　　　　　　　（10万円単位）

以下の要件を全て満たす法人の方
①商工会議所会員歴が３年以上である
こと

②商工会議所の直近３年分の会費をそ
れぞれ当該年度に完納していること

③商工中金から「会員向け融資」以外
の借入金がないこと

④既存の取引金融機関からの借入につ
き延滞または返済緩和等の条件変更
がないこと

⑤貸金業、公序良俗に反する事業を営
んでいないこと

・資金使途
　運転資金

・融資限度額
　3,000万円以内（100万円単位）
　ただし、直近決算における平均月商範
囲内

①希望金融機関の選定
　　各金融機関一覧表をご覧頂いただき、希望金融機関を選んでください。
②「推薦書」「会員証明書」の発行
当所にて会員歴、会費に未納がないことを証する「推薦書」または「会員証明書」を発行
いたします。

③希望金融機関への申込み
希望金融機関が必要とする書類などをご確認の上で、下松商工会議所が発行した「推薦書」
または「会員証明書」を添えて、希望金融機関へ直接お申し込みください。（審査は金融機
関が実施します）

　　　　　　　　　　　　　●審査の結果、ご希望に添えない場合がございます。予めご了承下さい。

◆お申し込み方法


